
 

 - 3 - 

第１章 帯広市の環境行政 

第２節 第三期帯広市環境基本計画 

１. 概要 

帯広市環境基本条例第９条に基づき策定した「第三期帯広市環境基本計画」は、令和２年度

から令和 11 年度を期間とし、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進す

るため、帯広市がめざす望ましい環境像の実現に向け、5 つの基本目標と 10 の基本施策を設

定しています。また、それぞれ数値等の目標及び具体的な取り組みを定めるとともに、取り組

みを評価し、計画の進捗状況を把握するために、10 の環境指標項目を設定しています。 

なお、帯広市ゼロカーボン推進計画の策定（令和６年３月）に伴い、第三期帯広市環境基本

計画の関連部分を見直しています。 

 

２. 第三期帯広市環境基本計画における枠組み 

    

 

5
市民参加と広域連携

【環境にやさしい行動を実践するまち】
【5-1】環境配慮行動の実践
【5-2】広域連携の推進

3
生活環境の保全

【健康でうるおいと安らぎを感じるまち】
【3-1】良好な生活環境の維持
【3-2】快適な環境の創造

4
循環型社会の形成
【ごみを減らすまち】

【4-1】ごみ減量の推進
【4-2】資源循環の促進

1
地球環境の保全

【地球環境にやさしいまち】
【1-1】地球温暖化の防止と適応
【1-2】オゾン層の保護と酸性化の防止

2
自然共生社会の形成
【自然とともに生きるまち】

【2-1】生物多様性の保全
【2-2】地域資源の保全・活用

【1-1】地球温暖化の防止と適応
【1-2】オゾン層の保護と酸性化の防止

5つの基本目標 １０の基本施策

【2-1】生物多様性の保全
【2-2】地域資源の保全・活用

【3-1】良好な生活環境の維持
【3-2】快適な環境の創造

【4-1】ごみ減量の推進
【4-2】資源循環の促進

【5-1】環境配慮行動の実践
【5-2】広域連携の推進
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３. 推進体制と進行管理 

 計画の推進にあたっては、帯広市、市民、事業者が協働し、環境配慮行動の実践などに取

り組んでいます。 

 計画の進捗管理については、取り組みの実施状況や環境指標項目により進捗状況の点検を

行うとともに帯広市環境審議会から意見を求め、目標の達成状況などは、毎年発行する帯広

市環境白書を通して、市民へ公表していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

帯広市
環境審議会

・ 環境保全と創造に関する
意見、提言

・ 環境保全と創造に関する
協働の推進

・ 環境学習の実践

・ 環境配慮行動の実践

市の環境担当部門

市の事業実施部門

・ 各種施策の推進

・ 各種事業の実施

・ 事業等における環境配慮の推進

帯広市
環境白書
の発行

第三期帯広市環境基本計画

市民参加 計画の推進 計画の進行管理

市の環境担当部門（進行管理）
・ 環境状況の把握

・ 事業や施策の実施状況

・ 主体別の取り組み状況の把握

・ 環境統計情報の収集整理

・ 目標達成状況の把握

・ 計画の進捗状況と課題のまとめ

・ 自己評価結果の取りまとめ

市の事業実施部門
・実施した事業の自己評価

帯広市における第三期帯広市環境基本計画の推進と進行管理の体制

関係部局

市民

事業者

報
告

指
示

報
告

公
表

報告

点検

協 働

市・事業者・市民

意
見
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４. 取り組みの進捗状況 

（１）環境指標項目の達成状況  

令和 11 年度に向けた目標値に対する現在の達成度は、以下のとおりです。 

 
※指標中「一人あたりの温室効果ガス排出量」は、関連計画である「第三期帯広市環境モデル都市行動計画」の 

計画期間（R 元.4～R6.3）が終了し、新たに「帯広市ゼロカーボン推進計画」を策定したことに伴い、目標値及 

び現状値を変更しています。 

 

 

 

8.60 8.77 8.54 8.32

5.8

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

目標値 

一人あたりの温室効果ガス排出量推移（単位：t-CO2/人） 


